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欧
州
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
規
制

―
二
〇
一
四
年
一
月
の
欧
州
委
員
会
規
則
案
―

髙　

橋　

和　

也

Ⅰ
．
は
じ
め
に

　

二
〇
一
四
年
一
月
二
九
日
、
欧
州
委
員
会
は
「
Ｅ
Ｕ
金

融
機
関
の
回
復
力
を
向
上
す
る
構
造
的
措
置
に
関
す
る
規

則
案
」
お
よ
び
「
証
券
担
保
金
融
取
引
の
報
告
と
透
明
性

に
関
す
る
規
則
案
」
を
公
表
し
た
。
前
者
は
欧
州
大
手
行

の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
規
制
の
強
化
に
関
す
る
も
の

で
、
後
者
は
レ
ポ
取
引
お
よ
び
証
券
・
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の

貸
借
取
引
を
含
む
証
券
担
保
金
融
取
引
と
リ
ハ
イ
ポ
セ

ケ
ー
シ
ョ
ン
（
再
担
保
化
）
の
透
明
性
向
上
を
図
る
も
の

⑴

⑵

で
あ
る
。
両
者
は
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
禁
止
や
分

離
に
よ
っ
て
預
金
取
扱
金
融
機
関
か
ら
高
リ
ス
ク
業
務
を

切
り
離
す
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
業
務
の
報
告
義
務
を
強

化
し
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
の
透
明
性
を
高
め
る
相
互

補
完
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
当
初
は
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

グ
業
務
規
制
に
証
券
担
保
金
融
規
制
を
含
め
る
案
を
検
討

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
別
の
規
則
案
と
し
て
公
表
さ

れ
た
。

　

前
者
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
規
制
（
以
下
、
規
則

案
）
に
つ
い
て
は
、
当
地
だ
け
で
な
く
直
接
影
響
を
受
け

る
可
能
性
の
あ
る
我
が
国
の
金
融
・
法
律
関
係
者
に
も
注
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目
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
そ
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
規
則
案
の
中
身
は
前
半
部
分
に
と

ど
め
、
後
半
で
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
の
銀
行
改
革
法
と
の
比

較
や
規
則
案
策
定
段
階
で
ど
の
よ
う
な
オ
プ
シ
ョ
ン
が
検

討
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ
．
Ｅ
Ｕ
規
則
案
の
概
要

　

二
〇
一
二
年
二
月
、
ミ
シ
ェ
ル
・
バ
ル
ニ
エ
欧
州
委
員

（
当
時
、
域
内
市
場
・
サ
ー
ビ
ス
担
当
）
は
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
中
央
銀
行
総
裁
の
エ
リ
ッ
キ
・
リ
ー
カ
ネ
ン
を
座
長

と
す
る
「
銀
行
部
門
の
構
造
改
革
に
関
す
る
専
門
家
グ

ル

ー

プ
（H

LEG: H
igh-level Expert group on 

reform
ing the structure of the E

U
 banking 

sector

）」、
通
称
「
リ
ー
カ
ネ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」）
を
設

置
し
た
。
設
置
に
あ
た
っ
て
Ｈ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
は
、
米
国
の
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
、
英
国
の
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ズ
報
告
な
ど
を

⑶

⑷

念
頭
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
銀
行
構
造
改
革
を
検
討
す
る
よ

う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
同
年
一
〇
月
、
Ｈ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
は
欧
州

委
員
会
に
『
最
終
報
告
書
』（
通
称
『
リ
ー
カ
ネ
ン
報

告
』）
を
提
出
し
、
そ
の
な
か
で
「
自
己
勘
定
取
引
お
よ

び
そ
の
他
の
重
大
な
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
」

（proprietary trading and other significant 

trading activities

）
に
該
当
す
る
業
務
を
、
銀
行
本
体

か
ら
グ
ル
ー
プ
内
の
別
の
「
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
事
業
体

（trading entity

）」
に
分
離
す
る
よ
う
提
案
し
た
。

　

本
規
則
案
は
、
こ
の
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
を
も
と
に
策
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
規
制
対
象
と
な
る
業
務
の
範
囲

や
規
制
の
強
度
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
市
場
に
は

驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
本
規
則
案
の
要
点
を
先
取

り
す
る
な
ら
ば
、
預
金
取
扱
金
融
機
関
を
保
有
す
る
Ｅ
Ｕ

域
内
の
巨
大
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
、
①
グ
ル
ー
プ
全

体
を
通
じ
た
「
狭
義
の
自
己
勘
定
取
引
」
の
禁
止
、
お
よ

び
②
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
「
そ
の
他
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

⑸
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グ
業
務
」
の
預
金
取
扱
金
融
機
関
か
ら
の
分
離
、
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
が
、
具
体
的
な
禁
止
／
分
離

業
務
の
規
定
で
あ
る
。

１
．
適
用
範
囲

　

今
回
の
規
則
案
の
対
象
と
な
る
金
融
機
関
の
定
義
に
つ

い
て
は
第
三
条
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
①G-SIIs

（Global System
ically Im

portant Institutions

）
に

指
定
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
域
内
の
銀
行
、　

ま
た
は
、
②
三

年
連
続
で
総
資
産
が
三
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
以
上
、
か
つ
、
銀

行
の
総
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
資
産
お
よ
び
負
債
の
合
計
が
七

〇
〇
億
ユ
ー
ロ
以
上
ま
た
は
総
資
産
の
一
〇
％
以
上
の
銀

行
で
あ
る
。
規
則
案
は
、
Ｅ
Ｕ
を
本
国
と
す
る
銀
行
グ

ル
ー
プ
の
子
会
社
や
支
店
（
第
三
国
所
在
の
も
の
を
含

む
）
の
連
結
ベ
ー
ス
で
適
用
さ
れ
、
第
三
国
を
本
国
と
す

る
銀
行
の
Ｅ
Ｕ
域
内
支
店
や
子
会
社
も
対
象
と
な
る
。
こ

れ
は
、
公
平
な
競
争
環
境
の
確
保
と
、
Ｅ
Ｕ
域
外
へ
の
資

⑹

産
の
移
転
な
ど
に
よ
る
規
制
逃
れ
を
防
止
す
る
た
め
で
あ

る
。
②
の
「
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
（trading 

activities

）」
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
内
の
保

険
・
再
保
険
業
務
お
よ
び
非
金
融
事
業
業
務
は
含
ま
な
い

（
第
二
三
条
二
）。
こ
れ
に
よ
り
規
則
案
提
出
時
点
で
対
象

と
な
る
銀
行
グ
ル
ー
プ
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
八
、
〇
〇
〇
行
の

う
ち
三
〇
行
程
度
と
さ
れ
る
が
総
資
産
の
六
五
％
以
上
を

保
有
す
る
銀
行
グ
ル
ー
プ
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

　

他
方
で
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
の
銀
行
の
海
外

子
会
社
が
ホ
ス
ト
国
（
域
外
銀
行
の
Ｅ
Ｕ
子
会
社
・
支
店

の
場
合
は
本
国
）
に
お
い
て
、
本
規
則
案
と
同
等
の
規
則

の
対
象
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
局
は
適
用
除
外
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
第
四
条
お
よ
び
第
二
七

条
）。
ま
た
、
第
三
国
に
同
等
の
規
制
が
無
い
場
合
で

も
、
海
外
子
会
社
の
破
綻
処
理
計
画
に
つ
い
て
本
国
と
ホ

ス
ト
国
の
間
で
合
意
が
存
在
す
る
場
合
に
も
、
適
用
除
外

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
地
理
的
に
分
散
化
さ
れ
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た
構
造
を
も
つ
「
複
数
地
点
進
出
（M

ultiple Point of 

Entry

）」
戦
略
を
採
用
し
て
い
る
銀
行
を
念
頭
に
置
い

て
お
り
、
例
え
ば
英
Ｈ
Ｓ
Ｂ
Ｃ
な
ど
が
該
当
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

２
．
規
制
対
象
業
務

⑴
　
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止

　

対
象
銀
行
グ
ル
ー
プ
は
、
本
規
則
案
第
六
条
に
よ
っ
て

金
融
商
品
お
よ
び
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
自
己
勘
定
取
引

（proprietary trading

）
が
禁
止
さ
れ
る
（
図
表
1
）。

ま
た
迂
回
投
資
を
防
ぐ
意
図
も
あ
っ
て
ヘ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ン

ド
な
ど
の
自
己
勘
定
取
引
を
行
う
事
業
体
へ
の
投
資
や
出

資
な
ど
も
併
せ
て
禁
止
さ
れ
る
。

　

本
規
則
に
お
け
る
自
己
勘
定
取
引
と
は
第
五
条
で
定
義

さ
れ
て
お
り
、「
自
己
資
金
あ
る
い
は
借
入
金
を
用
い

て
、
自
ら
の
勘
定
に
利
益
を
生
み
出
す
こ
と
を
唯
一
の
目

的
と
し
て
行
う
も
の
で
、
実
際
の
あ
る
い
は
将
来
予
想
さ

図表１　�自己勘定取引の禁止および特定のトレーディング業務の分離（イメージ）

（注） 自己勘定取引の禁止は対象銀行グループに対して一律に適用。特定のトレーディングの分離
は、一定の基準に達した場合に勧告。

（出所）筆者作成。
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れ
る
顧
客
業
務
に
全
く
関
係
が
な
い
か
、
も
し
く
は
顧
客

業
務
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
実
際
の
あ
る
い
は
将
来
予
想

さ
れ
る
事
業
体
の
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
を
目
的
に
行
わ
れ
る

も
の
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
金
融
商
品
あ
る
い
は
コ
モ

デ
ィ
テ
ィ
を
、
購
入
、
売
却
、
あ
る
い
は
そ
の
他
取
得
、

処
分
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
取
引
に
お
い
て
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
を
指
す
。
こ
う
し
た
取
引
は
、
そ
の

よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
形
成
や
営
利
行
為
に
従
事
し
て
い
る

デ
ス
ク
、
ユ
ニ
ッ
ト
、
事
業
部
あ
る
い
は
個
別
の
ト
レ
ー

ダ
ー
の
利
用
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
はW

eb

ベ
ー

ス
の
自
己
勘
定
取
引
専
用
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た

も
の
も
含
む
」
と
さ
れ
、
規
則
案
前
文
に
も
み
ら
れ
る
よ

う
に
か
な
り
狭
い
定
義
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
債
や
Ｅ
Ｉ
Ｂ
（
欧
州
投
資
銀

行
）
な
ど
の
発
行
す
る
債
券
、
あ
る
い
は
資
金
管
理
の
一

環
と
し
て
の
現
金
ま
た
は
現
金
同
等
物
の
自
己
勘
定
取
引

は
対
象
外
と
な
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
と
同
等
の
規
制
の
あ
る

第
三
国
の
国
債
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
欧
州
委
員
会
が
禁

止
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
特
定
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
活
動
の
分
離

　

上
記
の
定
義
に
よ
る
自
己
勘
定
取
引
以
外
の
特
定
の
ト

レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
（certain trading activities

）
に

つ
い
て
、
監
督
当
局
は
第
九
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
測
定

基
準
（m

etrics

）
を
超
過
す
る
場
合
に
、
当
該
業
務
を

中
核
的
預
金
取
扱
金
融
機
関
（core credit 

institution

、
以
下
、
コ
ア
銀
行
）
か
ら
分
離
す
る
よ
う

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
と
は
異

な
り
、
こ
ち
ら
は
グ
ル
ー
プ
内
で
の
分
離
で
構
わ
な
い
。

　

特
定
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
定
義
に
は
除
外
方
式

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
広
範
な
業
務
が
対
象
と
な
り
う
る

が
、
第
八
条
で
列
挙
す
る
商
業
銀
行
業
務
（
預
金
受
入
、

消
費
者
信
用
、
モ
ー
ゲ
ー
ジ
、
リ
ー
ス
、
決
済
業
務
、
証

券
の
保
管
・
管
理
、
信
用
照
会
、
電
子
マ
ネ
ー
の
発
行
な
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め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
一
〇
条
五
）。
た
だ
し
Ｅ

Ｕ
の
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
安
定
性
に
脅
威
と
な
る
と
判

断
さ
れ
た
場
合
、
条
件
を
満
た
し
て
い
な
く
て
も
分
離
を

求
め
る
こ
と
も
あ
る
（
第
一
〇
条
二
）。
分
離
を
求
め
る

そ
れ
ぞ
れ
の
監
督
当
局
は
、
こ
れ
を
用
い
て
公
布
か
ら
一

八
ヵ
月
後
に
評
価
を
確
定
し
、
以
後
、
毎
年
実
施
す
る
。

分
離
を
要
求
さ
れ
た
銀
行
グ
ル
ー
プ
は
、
監
督
当
局
の
通

知
か
ら
二
ヵ
月
以
内
で
あ
れ
ば
書
面
に
よ
る
反
駁
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
当
局
が
業
務
の
継
続
を
許

可
せ
ず
分
離
決
定
の
通
知
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
分
離
計

画
を
六
ヵ
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一

〇
条
三
お
よ
び
第
一
八
条
一
）。

　

分
離
を
要
求
さ
れ
た
特
定
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務

は
、
法
的
、
経
済
的
お
よ
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
上
も
コ
ア

銀
行
か
ら
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
企
業
（「
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

グ
事
業
体
（trading entity

）」）
に
分
離
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
第
一
三
条
一
）。
こ
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
事

ど
）
を
除
く
業
務
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
マ
ー

ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
や
証
券
化
の
た
め
の
投
資
や
出

資
、
複
雑
な
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ど
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
と
同
様
に
、
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
や
国
際
機
関
発
行
の
債
券
は
適
用
除
外
と
な
る

ほ
か
、
別
途
、
欧
州
委
員
会
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
地
方
自
治

体
発
行
債
券
や
同
等
の
規
制
を
実
施
し
て
い
る
第
三
国
の

国
債
を
適
用
除
外
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

分
離
の
判
定
に
用
い
る
測
定
基
準
と
し
て
は
、
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
資
産
の
規
模
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
、
信
用
リ
ス
ク
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
、
流
動
性
リ
ス
ク
、
相
互
連
関

性
、
複
雑
性
、
収
益
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

計
測
の
た
め
の
法
定
技
術
標
準
（regulatory technical 

standard

）
を
Ｅ
Ｂ
Ａ
（
欧
州
銀
行
監
督
庁
）
が
作
成
す

る
。
欧
州
委
員
会
は
規
則
の
公
布
か
ら
六
ヵ
月
後
に
各
測

定
基
準
の
限
度
（lim

it

）
や
そ
れ
が
い
く
つ
超
過
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
な
ど
分
離
の
条
件
（conditions

）
を
定
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業
体
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
預
金
保
険
対
象
預
金
の

受
入
お
よ
び
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
（
第
二
〇
条
）。
ま
た
両
者
は
、
グ
ル
ー
プ
の
な
か
の

連
結
構
成
に
お
い
て
明
確
に
区
別
で
き
る
二
つ
以
上
の
サ

ブ
グ
ル
ー
プ
に
別
々
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第
一
三

条
三
）、
原
則
、
コ
ア
銀
行
が
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
事
業
体

の
持
分
あ
る
い
は
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

る
。
た
だ
し
協
同
組
合
銀
行
（
貯
蓄
金
融
機
関
、
相
互
組

合
銀
行
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
リ
ス
ク
軽
減
措
置

を
実
施
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
コ
ア
銀
行
に
よ

る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
事
業
体
の
持
分
あ
る
い
は
議
決
権
保

有
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
三
条
五
）。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
欧
州
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
金
融
機

関
が
有
す
る
特
殊
な
グ
ル
ー
プ
構
造
を
大
幅
に
変
更
さ
せ

る
こ
と
が
、
社
会
的
な
利
益
に
か
な
わ
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
れ
に
は
仏
ク
レ
デ
ィ
・
ア
グ
リ
コ
ル
な
ど
が
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
コ
ア
銀
行
は
自
行
の
資
本
、
流
動
性
、
資
金
調

達
の
健
全
な
管
理
を
目
的
に
、
中
央
集
中
型
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
ー
テ
ィ
ー
清
算
（CCP: central counterparty 

clearing

）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
利
用
す
る
場
合
は
、
当

局
に
対
し
て
自
行
の
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
に
寄
与
し
て
い
る

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
一
条
）。
ま

た
非
金
融
顧
客
、
保
険
会
社
な
ど
に
対
し
て
も
そ
れ
ら
顧

客
の
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
目
的
に
限
っ
て
、
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
対
象

と
な
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
販
売
を
認
め
ら
れ
て
い
る
（
第

一
二
条
）。

３
．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

本
規
則
案
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
ま
で
に
欧
州
議
会
お

よ
び
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
自

己
勘
定
取
引
の
禁
止
が
規
則
の
公
布
か
ら
一
八
ヵ
月
後

（
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
、
コ
ア
銀
行
か
ら
の
ト
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大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
国
内
法
の
改
正
が
必
要
と

な
れ
ば
、
主
要
国
が
政
治
的
な
影
響
力
を
行
使
す
る
可
能

性
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。

　

以
上
を
念
頭
に
、
先
に
紹
介
し
た
規
則
案
の
要
点
に

絞
っ
て
各
国
銀
行
改
革
法
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

１
．
適
用
対
象

　

ま
ず
欧
州
の
銀
行
改
革
の
特
徴
と
し
て
は
、
米
国
と
比

較
し
て
「
適
用
対
象
」
と
な
る
金
融
機
関
が
か
な
り
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル

の
場
合
に
は
、
取
引
状
況
の
報
告
要
件
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
銀
行
規
模
別
の
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
原
則
と
し
て
預
金
保
険
対
象
預
金
を
扱
う
す
べ
て

の
銀
行
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
総
数
は
約
一
五
、

五
〇
〇
行
で
あ
る
。

レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
分
離
は
三
六
ヵ
月
後
（
二
〇
一
八

年
一
月
一
日
）
か
ら
有
効
と
な
る
（
第
三
六
条
）。
欧
州

委
員
会
は
二
〇
一
六
年
一
月
一
日
ま
で
に
主
要
規
定
の
施

行
に
必
要
な
委
任
さ
れ
た
法
行
為
（delegated acts

）

を
採
択
す
る
。
本
規
則
が
適
用
さ
れ
る
銀
行
の
リ
ス
ト
は

二
〇
一
六
年
七
月
一
日
に
公
表
す
る
と
し
て
い
る
。

Ⅲ
．
各
国
銀
行
改
革
法
と
の
比
較

　

Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
規
則
（regulation
）
と
は
、「
一
般

的
な
効
力
」
を
有
し
「
そ
の
す
べ
て
の
要
素
に
お
い
て
義

務
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
加
盟
国
に
お
い
て
直
接
適
用
さ

れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
仏
英
な
ど
の
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
で
は
銀
行
改
革
法
が
国
内
法
と
し
て
す
で
に
成

立
し
て
い
る
が
、
今
後
施
行
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
規
則
と
相
違
が

あ
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
規
則
が
優
先
さ
れ
国
内
法
は
改
正
が
必

要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
自
国
の
金
融
機
関
の
競
争
力
に
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一
方
、
Ｅ
Ｕ
規
則
案
の
対
象
行
は
三
〇
行
程
度
と
見
込

ま
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
各
加
盟
国
の
独
自
の
銀
行
改
革
法
も

あ
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
本
規
則
案
の
対
象
行
と
重
複

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
適
用
範
囲
は
基
本

的
に
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
の
基
準
に
準
拠
し
て
設
定
さ
れ
た

が
、
二
〇
一
三
年
二
月
の
段
階
で
シ
ョ
イ
ブ
レ
財
務
相

は
、
二
〇
一
一
年
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
一
〇
～
一
二
行
程

度
に
な
る
と
発
言
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、

適
用
対
象
に
つ
い
て
は
別
途
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
国
内
四
大
銀
行
（
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
、
ク

レ
デ
ィ
・
ア
グ
リ
コ
ル
、
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
、
Ｂ

Ｐ
Ｃ
Ｅ
）
が
対
象
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
規
則
案
な
ら
び
に
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
の
相
違

は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
英
国
の
み
預
金
量
（
リ
テ
ー

ル
預
金
残
高
が
二
五
〇
億
ポ
ン
ド
以
上
）
に
よ
る
適
用
基

準
を
採
用
し
て
い
る
。

⑺

２
．「
業
務
制
限
の
範
囲
」
お
よ
び
「
制
限
の
強
度
」

　

つ
づ
い
て
、
①
「
業
務
制
限
の
範
囲
」、
②
「
制
限
の

強
度
」
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
Ｅ
Ｕ

内
に
お
い
て
も
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
（
図
表
2
）。

　

二
〇
一
四
年
一
月
に
規
則
案
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
、
欧

州
の
銀
行
構
造
改
革
の
場
合
、
②
の
制
限
の
強
度
に
つ
い

て
は
、
独
仏
英
の
銀
行
改
革
法
お
よ
び
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告

そ
れ
ぞ
れ
が
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
を
グ
ル
ー
プ
内
に
お

い
て
コ
ア
銀
行
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て

い
た
の
だ
が
、
②
の
制
限
さ
れ
る
業
務
の
範
囲
の
設
定
、

と
り
わ
け
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
を
一
律
に
分
離
対

象
と
す
る
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
、
英
銀
行
改
革
法
に
対
し
、

原
則
可
能
と
す
る
独
仏
改
革
法
と
い
う
相
違
が
議
論
を
呼

ん
で
い
た
。
こ
の
た
め
、
本
規
則
案
が
狭
義
の
自
己
勘
定

取
引
の
禁
止
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
点
は
、
米
ボ
ル
カ
ー
・

ル
ー
ル
と
の
調
和
を
意
識
し
た
内
容
と
な
っ
た
と
い
え

る
。
一
方
で
、
そ
の
他
の
特
定
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
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に
関
し
て
は
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
リ
ス
ク
に
関
す

る
測
定
基
準
に
従
っ
て
監
督
当
局
か
ら
分
離
を
要
求
さ
れ

な
い
限
り
は
原
則
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
リ
ー
カ

ネ
ン
報
告
と
比
較
し
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
は
当

局
に
よ
る
裁
量
の
余
地
を
残
し
た
事
後
的
な
分
離
対
象
業

務
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
マ
ー
ケ
ッ

ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
を
分
離
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
た
独
仏

は
「
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
を
骨
抜
き
に
し
た
」
と
一
部
か
ら

批
判
さ
れ
て
い
た
な
か
で
、
規
則
案
も
独
仏
の
銀
行
改
革

法
に
近
づ
く
も
の
へ
と
緩
和
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

規
則
案
、
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
と
も
に
改
革
実
施
後
も
グ

ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
ク
制
は
維

持
さ
れ
る
と
強
調
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
の
扱
い
に
上
記
の

よ
う
な
違
い
が
生
ま
れ
た
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
認

識
の
違
い
が
あ
る
。

図表２　各国・地域の預金取扱銀行に対するトレーディング業務規制（案）の比較

（注） 禁止：銀行グループ内で業務禁止。分離：銀行グループ内で預金取扱銀行とは独立した事業体
で業務可能。＊：銀行の健全性などが脅かされる恐れがあると判断した場合、当局は分離を命
じることができる。

（出所）小立（2013）、168頁、山口（2014）、30頁などをもとに作成。

強度
業務

欧州 米国
EU 英国 ドイツ フランス ―

規則案 リーカネン
報告

銀行
改革法

分離
銀行法

銀行
分離法

ボルカー・
ルール

持株会社による
投資業務子会社の保有 可 可 可 可 可 禁止

投資銀行業務

自己勘定取引 禁止 分離 分離 分離 分離 禁止
マーケット・
メイキング 可＊ 分離 分離 可＊ 可 可

証券引受け 可 可 分離 可 可 可
ヘッジ・ファン
ドへの出資 禁止 分離 分離 分離 分離 禁止

プライム・
ブローカレッジ 可＊ 分離 分離 分離 分離 可

高リスク業務
高頻度取引 可 可 可 分離 禁止 可
農産品商品
デリバティブ 可 可 可 可 禁止 可
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リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
（
お
よ
び
英
銀
行
改
革
法
）
で
は
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
と
そ
の
他
の
自
己
勘
定
取
引

の
線
引
き
が
理
論
上
は
と
も
か
く
現
実
に
は
困
難
で
あ
る

と
し
て
、
こ
の
定
義
の
困
難
さ
を
考
え
る
と
併
せ
て
禁
止

す
べ
き
と
す
る
。
実
際
、
こ
の
問
題
は
米
ボ
ル
カ
ー
・

ル
ー
ル
の
最
終
規
則
策
定
に
時
間
を
要
し
た
原
因
の
一
つ

で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
規
則
案
は
そ
の
区
別
が

困
難
で
あ
る
が
た
め
に
「
比
例
性
の
原
則
」
か
ら
一
律
の

分
離
対
象
と
は
し
な
い
と
し
て
い
る
。
監
督
当
局
に
よ
る

綿
密
な
レ
ビ
ュ
ー
の
も
と
、
コ
ア
銀
行
や
Ｅ
Ｕ
の
金
融
安

定
性
を
脅
か
す
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
の
み
分
離
を
要
請

す
る
こ
と
が
比
例
性
に
適
う
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
を
示

し
て
い
る
。

⑻

⑼

Ⅳ 

．
規
則
案
策
定
段
階
で
検
討
さ
れ
た

そ
の
他
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン

　

こ
の
よ
う
に
業
務
制
限
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
の

か
、
ま
た
制
限
の
強
度
を
ど
こ
ま
で
厳
格
化
す
る
の
か
な

ど
様
々
な
改
革
の
選
択
肢
が
あ
る
な
か
で
、
欧
州
委
員
会

は
本
規
則
案
を
提
案
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
オ

プ
シ
ョ
ン
を
検
討
し
た
。

　

図
表
3
は
、
欧
州
委
員
会
が
銀
行
改
革
を
実
施
す
る
こ

と
に
よ
る
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
を
行
っ
た
際
、
そ
の
報
告
書

の
な
か
で
示
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
が
と
り
う
る
銀
行
構
造
改
革
の

選
択
肢
で
あ
る
。
縦
が
「
業
務
制
限
の
範
囲
」、
横
が

「
制
限
の
強
度
」
を
表
わ
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
の
案
は
、
自
己
勘
定

取
引
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
に
つ
い
て
預
金
取
扱

銀
行
か
ら
グ
ル
ー
プ
内
で
の
分
離
を
求
め
る
案
と
し
て
中 ⑽
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央
（
オ
プ
シ
ョ
ン
Ｅ
）
に
分
類
さ
れ
る
。
独
仏
お
よ
び
英

国
は
分
離
対
象
と
す
る
業
務
範
囲
に
応
じ
て
Ｂ
と
Ｈ
に
そ

れ
ぞ
れ
位
置
す
る
。
米
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
自
己
勘
定

取
引
お
よ
び
ヘ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ン
ド
へ
の
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
禁
止
（
銀
行
グ
ル
ー
プ
外
へ
の
分
離
）

を
求
め
る
た
め
Ｃ
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
各
国
の
銀
行
改
革
法
を
分
類
し
た
う
え

で
、
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
で
は
本
規
則
案
に
は
Ｃ
と
Ｅ
の
中

間
と
な
る
よ
う
な
、
オ
プ
シ
ョ
ン
Ｃ
＋
、
ま
た
は
オ
プ

シ
ョ
ン
Ｅ
－
が
好
ま
し
い
と
す
る
。
つ
ま
り
Ｃ
＋
は
、
オ

プ
シ
ョ
ン
Ｃ
に
追
加
で
事
後
的
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ

ン
グ
な
ど
の
分
離
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
大
き
す

ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
」、「
複
雑
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
」
と
い

う
問
題
に
対
す
る
Ｃ
の
限
定
的
な
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
Ｅ
－
は
オ
プ
シ
ョ
ン
Ｅ
か
ら

非
流
動
的
な
市
場
に
か
か
わ
る
業
務
な
ど
を
分
離
要
件
か

ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｅ
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
う

図表�3　欧州委員会の示す銀行構造改革のオプション

注： 略字〔業務〕PT: Propriety Trading（自己勘定取引）、HF: Hedge Fund（ヘッジ・ファンド）、
MM: Market Making（マーケット・メイキング）。〔類例〕BHC: Bank Holding Company Act

（ 銀 行 持 株 会 社 法 ）、HLEG: High-level Expert Group on reforming the structure of the EU 
banking sector（リーカネン・グループ）。

出所：European Commission（2014b）, SWD（2014）30 final Part 1/3, p. 34.

強度
業務

機能上の分離1
（子会社化）
現行の要件

機能上の分離2
（子会社化＋）
より厳格な要件

所有権の分離

所有権の分離
狭いトレーディング事業体／
広い預金事業体
例）PT＋HFへのエクスポージャー

オプションA
オプションB

（≒独仏のベースラ
イン、ベルギー）

オプションC
（米ボルカー・ルー

ル）
中程度のトレーディング事業体／
中程度の預金事業体
例）PT＋MM

オプションD
オプションE

（≒HLEG；一層広い
分離を行う場合の独仏）

オプション F

広いトレーディング事業体／
狭い預金事業体
例）すべての投資銀行業務

オプションG オプションH
（≒米BHC、英）

オプション I
（≒米グラス＝ス
ティーガル法）
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Ⅴ
．
お
わ
り
に

　

二
〇
一
三
年
に
す
で
に
銀
行
改
革
法
を
成
立
さ
せ
て
い

る
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
己
勘
定
を
用
い
た
マ
ー

ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
を
原
則
的
に
は
認
め
て
い
る
。
当

時
、
Ｈ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
を
設
置
し
た
バ
ル
ニ
エ
欧
州
委
員
（
フ
ラ

ン
ス
出
身
）
自
身
が
、
二
〇
一
三
年
二
月
に
「
マ
ー
ケ
ッ

ト
・
メ
イ
キ
ン
グ
の
一
部
は
明
ら
か
に
産
業
や
経
済
の
支

援
と
結
び
つ
い
て
」
お
り
、「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン

グ
が
経
済
や
産
業
の
利
益
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
私
は

銀
行
を
罰
し
た
く
は
な
い
」
と
述
べ
、
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告

公
表
直
後
か
ら
そ
の
分
離
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い

た
。
た
し
か
に
銀
行
に
よ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ
ン
グ

を
禁
止
す
る
こ
と
で
市
場
の
流
動
性
が
低
下
し
コ
ス
ト
増

加
要
因
と
な
る
た
め
、
最
終
的
に
そ
う
し
た
し
わ
寄
せ
は

市
場
参
加
者
の
負
担
と
な
っ
て
経
済
効
率
性
が
低
下
す
る

多
角
的
業
務
に
よ
る
「
範
囲
の
経
済
」
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

の
潜
在
的
な
効
率
性
コ
ス
ト
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
折
衷
案
に
も
問
題
が
あ
る
。

例
え
ば
Ｃ
＋
は
自
己
勘
定
取
引
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
キ

ン
グ
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
金
融
機
関
に
よ
る
遵

守
お
よ
び
当
局
に
よ
る
監
督
の
双
方
に
コ
ス
ト
が
か
か
る

こ
と
、
Ｅ
－
は
銀
行
グ
ル
ー
プ
内
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
お
よ
び

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
課
題
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
イ
ン
パ

ク
ト
評
価
の
段
階
で
は
、
最
終
的
に
「
政
治
に
か
か
わ
る

事
柄
（
政
策
目
的
、
実
施
上
の
困
難
、
実
施
時
期
な
ど
）」

を
考
慮
し
て
、
Ｃ
＋
や
Ｅ
－
と
い
っ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
の
な

か
か
ら
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い

る
。
結
果
、
こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
を
も
と
に
策
定
・
公

表
さ
れ
た
規
則
案
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
Ｃ
＋
に
近
い

も
の
と
な
っ
た
。
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欧州のトレーディング業務規制
Regulation of the European Parliam

ent and of the Council 
on structural m

easures im
proving the resilience of EU

 
Credit Institutions, CO

M
 

（2014

） 43 final, and European 
C

om
m

ission 

（2014c

）,“Proposal for a R
egulation of the 

European Parliam
ent and of the Council on reporting and 

transparency of securities financing transactions”, CO
M

 

（2014

） 40 final.

⑵　

rehypothecation. 

プ
ラ
イ
ム
・
ブ
ロ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
顧
客
か
ら

の
差
入
れ
担
保
を
、
プ
ラ
イ
ム
・
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
自
ら
の
担
保
と
し

て
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
利
用
す
る
こ
と
。

⑶　

例
え
ば
、
神
山
（
二
〇
一
四
）
や
山
口
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
。

⑷　

ICB 

（2011

）, Final R
eport R

ecom
m

endations, Sep. 2011.

⑸　

H
LEG 

（2012

）. Final R
eport, , 2 O

ct. 2012.

⑹　

G
-SIF

Is

（G
lobal System

ic Im
portant F

inancial 
Institutions

）
な
ど
の
呼
称
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
Ｅ
Ｕ
法
で
用
い

ら
れ
るG-SIIs

に
統
一
す
る
。
Ｃ
Ｒ
Ｄ
Ⅳ
を
構
成
す
るD

irective 
2013/36/

Ｅ
Ｕ
の
第
一
三
一
条
で
定
義
さ
れ
る
。

⑺　

服
部
（
二
〇
一
三
）、
一
〇
頁
。

⑻　

Ｅ
Ｕ
の
い
か
な
る
活
動
も
基
本
条
約
の
目
標
を
達
成
す
る
の
に
必

要
な
程
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
指
す
。
組
織
と
し

て
の
「
Ｅ
Ｕ
」
に
よ
る
過
度
の
介
入
や
権
限
集
中
の
行
き
過
ぎ
を
防

止
す
る
役
割
を
担
う
。

⑼　

リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
の
よ
り
詳
し
い
内
容
や
導
入
の
背
景
、
ま
た
欧

恐
れ
が
あ
る
。

　

本
規
則
案
の
提
出
は
二
〇
一
四
年
一
月
二
九
日
で
あ
る

が
、
五
月
の
欧
州
議
会
選
挙
、
秋
の
欧
州
委
員
交
代
を
挟

ん
だ
た
め
、
一
四
年
一
一
月
時
点
で
欧
州
議
会
に
お
け
る

審
議
は
始
ま
っ
て
い
な
い
。
狭
義
の
自
己
勘
定
取
引
の
禁

止
に
つ
い
て
はBasel

Ⅲ

や
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
規
制
と

い
っ
た
国
際
金
融
規
制
の
結
果
、
こ
れ
に
該
当
す
る
事
業

の
多
く
か
ら
す
で
に
欧
州
の
主
要
行
は
撤
退
な
い
し
業
務

縮
小
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
欧
州
の
銀
行
経
営
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
分
離
を
要
求
さ
れ
る
特
定
の
ト

レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
の
範
囲
や
そ
の
判
定
基
準
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
た
め
、
今
後

も
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
注
）

⑴　

E
uropean C

om
m

ission 

（2014a

）,“P
roposal for a 
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〔
田
中
素
香
監
訳
（
二
〇
一
四
）、「
Ｅ
Ｕ
銀
行
部
門
の
改
革
に

関
す
る
最
終
報
告
書
―
リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
―
」『
経
済
学
論
纂
（
中
央

大
学
）』
第
五
五
巻
第
一
号
、
中
央
大
学
経
済
学
研
究
会
〕。

ICB 

（Independent Com
m

ission on Banking

） （2011

）, Final 
R

eport R
ecom

m
endations, Sep. 2011.

神
山
哲
也
（
二
〇
一
四
）、「
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
と
リ
ン
グ
フ
ェ
ン

ス
を
求
め
る
欧
州
委
員
会
の
銀
行
構
造
改
革
案
」『
野
村
資
本
市
場

ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
二
〇
一
四
年
春
号
、
野
村
資
本
市
場
研
究
所
。

小
立
敬
（
二
〇
一
三
）、「
欧
米
に
お
け
る
バ
ン
ク
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

改
革
の
進
展
」『
野
村
資
本
市
場
ク
ウ
ォ
ー
タ
リ
ー
』
二
〇
一
三
年
春

号
、
野
村
資
本
市
場
研
究
所
。

髙
橋
和
也
（
二
〇
一
三
）、「
欧
州
の
投
資
銀
行
業
と
銀
行
構
造
改
革
―

リ
ー
カ
ネ
ン
報
告
へ
の
ド
イ
ツ
銀
行
の
対
応
―
」『
証
券
レ
ビ
ュ
ー
』

第
五
三
巻
第
一
一
号
、
日
本
証
券
経
済
研
究
所
。

服
部
有
希
（
二
〇
一
三
）、「【
フ
ラ
ン
ス
】
銀
行
業
務
の
分
離
に
よ
る
銀

行
制
度
改
革
」『
外
国
の
立
法
』N

o.257

－2

、
国
立
国
会
図
書
館
調

査
及
び
立
法
考
査
局
。

山
口
和
幸
（
二
〇
一
四
）、「
銀
行
の
投
資
業
務
の
分
離
を
め
ぐ
る
欧
米

の
動
向
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
二
〇
一
四
年
三
月
号
、
国
立
国
会
図
書

館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
。

�

（
た
か
は
し　

か
ず
や
・
当
研
究
所
研
究
員
）

州
主
要
行
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
拙
著
（
二
〇
一
三
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

⑽　
European Com

m
ission 

（2014b

）.
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